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告 示

鳥取県告示第353号

鳥取県自然環境保全条例 (昭和49年鳥取県条例第41号) 第13条第１項の規定に基づき､ 県自然環境保全地域を

指定する予定であるので､ 同条第４項の規定により､ 次のとおり告示する｡

平成13年６月５日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 県自然環境保全地域の名称

原池県自然環境保全地域

２ 県自然環境保全地域に含まれる土地の区域

鳥取県東伯郡泊村大字原字二ノ順禮の一部 (面積2.2ヘクタール)

３ 県自然環境保全地域の指定の案の縦覧場所

鳥取県生活環境部環境政策課及び泊村企画振興課

４ 県自然環境保全地域の指定の案の縦覧期間

平成13年６月５日から２週間
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鳥取県告示第354号

鳥取県自然環境保全条例 (昭和49年鳥取県条例第41号) 第13条第１項の規定に基づき､ 県自然環境保全地域を

指定する予定であるので､ 同条第４項の規定により､ 次のとおり告示する｡

平成13年６月５日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 県自然環境保全地域の名称

神戸上県自然環境保全地域

２ 県自然環境保全地域に含まれる土地の区域

鳥取県日野郡日南町神戸上字三本松､ 字澤及び字佐貫谷奥の各一部

(面積5.3ヘクタール)

３ 県自然環境保全地域の指定の案の縦覧場所

鳥取県生活環境部環境政策課及び日南町住民課

４ 県自然環境保全地域の指定の案の縦覧期間

平成13年６月５日から２週間

鳥取県告示第355号

鳥取県自然環境保全条例 (昭和49年鳥取県条例第41号) 第14条第１項の規定に基づき､ 原池県自然環境保全地

域に関する保全計画を定める予定であるので､ 同条第４項において準用する同条例第13条第４項の規定により､

次のとおり告示する｡

平成13年６月５日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 保全計画の決定の案の概要

(１) 自然環境の保全に関する基本的な事項

本地域は､ 東伯郡泊村大字原地内の原池及び原川の一部を含む潟湖の状況が残されている区域であり､ 希

少種を含む多種類の湿性植物が生育するとともに､ トンボ類を中心とする昆虫類､ メダカ等の魚類､ カイツ

ブリ等の鳥類等の多様な野生動物が生息し､ 貴重な湿地生態系が形成されている地域である｡

本地域のうち､ 多様な野生動植物が生息し､ 又は生育する中心的な原池の区域を特別地区に指定し､ その

適正な保全を図る｡

(２) 特別地区の指定に関する事項

特別地区は､ 次のとおりとする｡

(３) 自然環境の保全のための規制に関する事項

鳥取県自然環境保全条例第16条第４項第７号に規定する知事が指定する湖沼又は湿原は､ 次のとおりとす

る｡

鳥 取 県 公 報平成13年６月５日 火曜日 第7287号�

名 称 区 域 面 積

原池特別地区 東伯郡泊村大字原字二ノ順禮の一部 1.8ヘクタール

湖沼又は湿原の名称 位 置 面 積

原 池 東伯郡泊村大字原字二ノ順禮の一部

(原池特別地区内)

1.8ヘクタール



(４) 自然環境の保全のための施設に関する事項

自然環境の保全のための施設は､ 次のとおりとする｡

２ 保全計画の決定の案の縦覧場所

鳥取県生活環境部環境政策課及び泊村企画振興課

３ 保全計画の決定の案の縦覧期間

平成13年６月５日から２週間

鳥取県告示第356号

鳥取県自然環境保全条例 (昭和49年鳥取県条例第41号) 第14条第１項の規定に基づき､ 神戸上県自然環境保全

地域に関する保全計画を定める予定であるので､ 同条第４項において準用する同条例第13条第４項の規定により､

次のとおり告示する｡

平成13年６月５日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 保全計画の決定の案の概要

(１) 自然環境の保全に関する基本的な事項

本地域は､日野郡日南町神戸上地内にあるハンノキ沼沢林一帯の区域であり､比較的希少な湿性植物を含む

多種類の植物が生育するとともに､多様な野生動物が生息し､貴重な湿地生態系が形成されている地域である｡

本地域のうち､ 多様な野生動植物が生息し､ 又は生育する貴重な沼沢林であるハンノキ林の区域を特別地

区に指定し､ その適正な保全を図る｡

(２) 特別地区の指定に関する事項

特別地区は､ 次のとおりとする｡

(３) 自然環境の保全のための規制に関する事項

ア 鳥取県自然環境保全条例第16条第３項に規定する木竹の伐採の方法及びその限度は､ 次のとおりとする｡

イ 鳥取県自然環境保全条例第16条第４項第７号に規定する知事が指定する湖沼又は湿原は､ 次のとおりと

する｡

鳥 取 県 公 報 第7287号平成13年６月５日 火曜日 �

施設の名称種類 位 置 工 種

標 識 東伯郡泊村大字原字二ノ順禮 新 設

植生復元施設 必要に応じて設置する｡

名 称 区 域 面 積

神戸上特別地区 日野郡日南町神戸上字三本松､ 字澤

及び字佐貫谷の各一部
4.6ヘクタール

区 域 伐 採 の 方 法 及 び 限 度

(２)の特別地区の区域

原則として禁伐とする｡ ただし､ 被害木の除去を行う場合等の森林の群落構

成を変える等の著しい変化を招くおそれの少ない場合には､ 単木択伐 (択伐率

が現在蓄積の10パーセント以内のもの) を行うことができる｡

湖沼又は湿原の名称 位 置 面 積

神戸上ハンノキ沼沢林
日野郡日南町神戸上字三本松､ 字澤及び字佐貫谷の各一部

(神戸上特別地区内)
4.6ヘクタール



(４) 自然環境の保全のための施設に関する事項

自然環境の保全のための施設は､ 次のとおりとする｡

２ 保全計画の決定の案の縦覧場所

鳥取県生活環境部環境政策課及び日南町住民課

３ 保全計画の決定の案の縦覧期間

平成13年６月５日から２週間

鳥取県告示第357号

鳥取県青少年健全育成条例 (昭和55年鳥取県条例第34号) 第13条第１項の規定に基づき､ 同項第１号に該当す

る青少年に有害な図書類を次のとおり指定したので､ 同条第２項の規定により告示する｡

平成13年６月５日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥 取 県 公 報平成13年６月５日 火曜日 第7287号�

施設の名称種類 位 置 工 種

標 識 日野郡日南町神戸上字三本松 新 設

ハンノキ沼沢林管理歩道 日野郡日南町神戸上字三本松及び字澤 新 設

植生復元施設 必要に応じて設置する｡

指定番号 種 別
図 書 類

題 名 及 び 号 数 発 行 記 号 等 表示された発行所名

６７４９
雑誌その他の
刊行物

ア～イ～これぴょ～ん！！
制服美女痴戯淫臭愛好会

なし ハメマ書房図書

６７５０ 〃
チョベリグ！！2001 ３ 雑誌

06143－03
株式会社
東京三世社

６７５１ 〃
ＯＫ 2001, 03 VOL. 61 雑誌

12137－03
〃

６７５２ 〃
やっぱ薄ケシでしょっ！
VOL. FEB. 2001

雑誌コード
18390－２

株式会社
オデッセウス出版

６７５３ 〃
お姉さんとＨしよ！完全永久保存版 雑誌

66782－60
株式会社
桃園書房

６７５４ 〃
超桃尻制服キラーズ なし マルコム出版

６７５５ 〃
GAL'Sシャワー 2001 FEB 雑誌コード

12855－２
株式会社
大洋図書

６７５６ 〃
白衣の天使 009 LOOK－ON

６７５７ 〃
露出シャワー VOL. 35 ３月号 雑誌

09743－３
株式会社
ラン出版

６７５８ 〃
超誘惑 危険なお姉さま
2000年 VOL. 5

雑誌コード
01738－８

株式会社
ビデオ出版

６７５９ 〃
Bejean 2 雑誌

17645－２
英知出版



鳥取県告示第358号

労働関係調整法 (昭和21年法律第25号) 第37条第１項の規定に基づき､ 野嶋病院労働組合から争議行為を行う

旨の通知があったので､ 労働関係調整法施行令 (昭和21年勅令第478号) 第10条の４第４項の規定により､ 次の

とおり告示する｡

平成13年６月５日

鳥 取 県 公 報 第7287号平成13年６月５日 火曜日 �

６７６０ 〃
制服少女 牝奴隷 005 FISH

６７６１ 〃
デラべっぴん第17巻第２号通巻第
183号

雑誌
16487－２

英知出版

６７６２ 〃
めちゃイイ！！ １月号 雑誌

08633－１
ビデオ出版

６７６３ 〃
熱写ボーイ 2001 MARCH 3月
号

雑誌コード
07055－３

株式会社
東京三世社

６７６４ 〃
音大生の課外授業 なし 麻布書店

６７６５ 〃
オレンジ通信 2001 ３ 雑誌

02189－３
株式会社
東京三世社

６７６６ 〃
超天然素人娘 １月号 VOL. 74 雑誌コード

16217－１
雄出版株式会社

６７６７ 〃
モギタテ イッキッ娘 VOL. 04 雑誌コード

02402－12
有限会社
光彩書房

６７６８ 〃
do-up! [ドアップ] VOL. 3 雑誌

63423－64
株式会社
晋遊舎

６７６９ 〃
ラブ＆ラブお姉ちゃん VOL. 1 DEC
2000. 12 快楽マガジン12月号増刊

なし なし

６７７０ ビデオテープ
卒業記念 女子高生 メモリアル ＴＺ－09 タイムゾーン

株式会社

６７７１ 〃
Ｒ－18 SUPER REAL
ブルセラ中出しCONTENTS Kanako

Ｒ－01 シュガー

６７７２ 〃
吉田響子 シンフォニー ＹＭ－03 ERIKA PROJECT

６７７３ 〃
ブルレーツ ③川島由佳 ＣＲＮ－３ クリオネ

６７７４ 〃
Friend[S]
PURE AGE PURE NUDE

ＤＴ－10 有限会社

デートタイム

６７７５ 〃
男あさり 其の七 小川明日香 No. 07 なし

６７７６ 〃
ガードギャプター手コキ 総集編
ざくら

004 なし

６７７７ 〃
Hello ミニモニ娘２ ＤＴ－01 有限会社

デートタイム



鳥取県知事 片 山 善 博

１ 事件

給料の保全に関する件

２ 日時

平成13年６月11日午後５時30分以降本事件の解決に至るまでの期間

３ 場所

倉吉市瀬崎町2714－１ 医療法人十字会野島病院 野島病院放射線部内

４ 概要

病院休日の終日及び診療日の午前８時30分から午後５時30分まで以外の時間帯における勤務の拒否

鳥取県告示第359号

土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第87条第１項の規定に基づき､ 県営土地改良事業 (県営ため池等整備事

業退休寺地区ため池等整備) に係る土地改良事業計画を定めたので､ 同条第５項の規定により告示し､ 次のとお

り縦覧に供する｡

平成13年６月５日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 縦覧に供する書類

土地改良事業計画書の写し

２ 縦覧に供する期間

平成13年６月６日から20日間

３ 縦覧に供する場所

中山町役場

４ 異議の申立て

利害関係人は､ この告示に係る土地改良事業計画について､ 異議があるときは､ 縦覧期間満了の日の翌日か

ら起算して15日以内に知事に申し立てること｡

鳥取県告示第360号

淀江町が行う土地改良事業 (基盤整備促進事業稲吉地区農業用用排水) の協議については､ 審査した結果適当

と決定したので､ 土地改良法 (昭和24年法律第195号) 第96条の２第５項において準用する同法第８条第６項の

規定により告示し､ 次のとおり縦覧に供する｡

平成13年６月５日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 縦覧に供する書類

土地改良事業計画書及び条例の写し

２ 縦覧に供する期間

平成13年６月６日から20日間

３ 縦覧に供する場所

淀江町役場

４ 異議の申出

鳥 取 県 公 報平成13年６月５日 火曜日 第7287号�



利害関係人は､ この告示に係る決定に対し異議があるときは､ 縦覧期間満了の日の翌日から起算して､ 15日

以内に知事に申し出ること｡

鳥取県告示第361号

次のように保安林の指定を解除する予定である旨の通知を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第30

条の規定により告示する｡

平成13年６月５日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 解除予定に係る保安林の所在場所

八頭郡河原町大字北村字御滝山 (国有林｡ 次の図に示す部分に限る｡)

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

林道用地とするため

(｢次の図｣ は､ 省略し､ その図面を鳥取県農林水産部森林保全課及び河原町役場に備え置いて縦覧に供する｡)

人 事 委 員 会 規 則

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規

則をここに公布する｡

平成13年６月５日

鳥取県人事委員会委員長 坂 田 賢 一 郎

鳥取県人事委員会規則第13号

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す

る規則

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則 (昭和41年鳥取県人

事委員会規則第31号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (以下 ｢改正部分｣ という｡) に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分 (以下 ｢改正後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が

存在しない場合には､ 当該改正後部分を加える｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡

鳥 取 県 公 報 第7287号平成13年６月５日 火曜日 �

改 正 後 改 正 前

別表 (第２条関係)

１～12 略

13 鹿野町

別表 (第２条関係)

１～12 略

13 鹿野町



附 則

この規則は､ 公布の日から施行する｡

公 告

消防法 (昭和23年法律第186号) 第13条の23の規定により､ 危険物の取扱作業の保安に関する講習を次のとお

り実施する｡

平成13年６月５日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 受講対象者

危険物取扱者免状の交付を受けている者で危険物の製造所､ 貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に

従事しているもの

２ 講習の日時及び場所

(１) 平成13年７月16日 (月) 午前９時30分から午後０時30分まで

鳥取市東町一丁目220 鳥取県庁講堂

(２) 平成13年７月18日 (水) 午後１時30分から午後４時30分まで

米子市糀町一丁目160 鳥取県西部総合事務所講堂

(３) 平成13年７月19日 (木) 午前９時30分から午後０時30分まで
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14～21 略

22 東伯町

23～53 略

備考 略

14～21 略

22 東伯町

23～53 略

備考 略

機 関 職

略

町 長 部 局 課長 出納室長 参事

保 育 所 園長

教育委員会事務局 教育長 次長 国民文化祭推進

室長

公 民 館 館長

略

農業委員会事務局 局長

国民宿舎山紫苑 支配人

機 関 職

略

町長部局 課長 課長補佐 (総務課に所属

するものに限る｡)

略

機 関 職

略

町 長 部 局 課長

教育委員会事務局 教育長 課長

略

農業委員会事務局 局長

機 関 職

略

町長部局 課長 地籍調査室長 課長補佐

(総務課に所属するものに限る｡)

略



境港市上道町3000 境港市民会館大会議室

(４) 平成13年７月26日 (木) 午前９時30分から午後０時30分まで

倉吉市東巌城町２ 鳥取県中部総合事務所大会議室

(５) 平成13年７月30日 (月) 午前９時30分から午後０時30分まで

鳥取市東町一丁目220 鳥取県庁講堂

３ 受講手続

県内の各消防署､ 各市役所､ 各町村役場及び鳥取県消防課に備え付けてある所定の用紙により作成した受講

申請書を､ 平成13年６月11日 (月) から同月22日 (金) までの間 (日曜日及び土曜日を除く｡) に､ 鳥取県消

防課 (〒680－8570 鳥取市東町一丁目271､ 電話0857－26－7065) に提出すること｡ (郵送による場合は､ 平

成13年６月22日 (金) までの消印のあるものに限り受け付ける｡)

４ 受講手数料及びその納付方法

受講手数料は､ 4,700円とし､ その金額に相当する鳥取県収入証紙を受講申請書の手数料欄にはり付けて納

付すること｡ この場合､ 消印しないこと｡

５ その他

受講当日は､ 危険物取扱者免状を持参すること｡

調理師法 (昭和33年法律第147号) 第３条の２第１項の規定による調理師試験を次のとおり実施する｡

平成13年６月５日

鳥取県知事 片 山 善 博

１ 受験資格

学校教育法 (昭和22年法律第26号) 第47条に規定する者 (調理師法附則第３項に規定する者を含む｡) で､

調理師法施行規則 (昭和33年厚生省令第46号) 第４条に規定する施設又は営業において２年以上調理の業務に

従事したもの｡

２ 試験の日時

平成13年９月７日 (金) 午前８時50分から正午まで

３ 試験の場所

次の各試験会場のうち､ 受験者の希望する試験場

４ 試験科目及び実施方法

次の科目からそれぞれ四肢択一式により出題する｡

(１) 衛生法規 (２) 公衆衛生学 (３) 栄養学 (４) 食品学

(５) 食品衛生学 (６) 調理理論 (７) 食文化概論

５ 受験手続

(１) 書類の提出先

ア 県内居住者 最寄りの保健所又は保健所支所

イ 県外居住者 受験希望地を管轄する保健所

(２) 提出書類

ア 受験願書 (所定の様式によること｡)

イ 中学校以上の学校の卒業証明書又は卒業証書の写し (卒業証書の氏名が婚姻その他の理由により現在の

鳥 取 県 公 報 第7287号平成13年６月５日 火曜日 �

鳥取会場 鳥取県庁講堂 (鳥取市東町一丁目220)

倉吉会場 鳥取県中部総合事務所大会議室 (倉吉市東巌城町２)

米子会場 鳥取県西部総合事務所講堂 (米子市糀町一丁目160)



氏名と異なっている場合は､ 戸籍抄本を添付すること｡)

ウ 中学校以上の学校を卒業した者以外にあっては､ 調理師法施行規則附則第３項第７号の規定により､ 厚

生労働大臣が旧国民学校令 (昭和16年勅令第148号) による国民学校の高等科を終了した者又は旧中等学

校令 (昭和18年勅令第36号) による中等学校の２年の課程を終った者と同等以上の学力を有することを証

した認定書

エ 調理師法施行規則第４条に規定する施設又は営業において２年以上調理の業務に従事したことを証する

書類 (所定の様式によること｡)

オ 写真 (出願前６月以内に無帽で正面から上半身を撮影した縦４センチメートル､ 横３センチメートルの

もので､ 裏面に氏名及び生年月日を記載すること｡)

(３) 受験に関する書類の提出期間

平成13年７月12日 (木) から同月19日 (木) までの日 (日曜日及び土曜日を除く｡)

なお､ 郵送の場合は､ 平成13年７月19日 (木) までの消印のあるものを有効とする｡

６ 受験手数料及びその納入方法

(１) 受験手数料 6,100円

(２) 納入方法

(１)に記載する金額に相当する鳥取県収入証紙を受験願書の収入証紙はり付け欄にはり付けて納入するこ

と｡ この場合､ 消印しないこと｡

７ その他

(１) 合格者の発表は､ 原則として試験後21日以内に各保健所及び各保健所支所において合格者の受験番号を

掲示して行う｡

なお､ 合格者には､ 受験願書を提出した保健所又は保健所支所で合格証書を交付する｡

(２) 提出した書類が虚偽の内容を記載し､ 又は証明資格のない者が証明したものであることが判明したとき

は､ 合格を取り消すことがある｡

(３) 受験の詳細については､ 鳥取県福祉保健部健康対策課 (鳥取市東町一丁目220) 又は最寄りの保健所若

しくは保健所支所に問い合わせること｡

問い合わせ先の電話番号は次のとおり

・健康対策課 (0857－26－7153) ・鳥取保健所 (0857－22－5162)

・倉吉保健所 (0858－23－3149) ・米子保健所 (0859－31－9320)

・鳥取保健所郡家支所 (0858－72－0132) ・米子保健所根雨支所 (0859－72－0041)

正 誤

平成13年３月30日付鳥取県訓令第２号 (鳥取県公印規程の一部を改正する訓令) 中次の箇所に誤りがあったの

で､ 訂正する｡

頁 行 誤 正

２ 14 観察監 監察監

鳥 取 県 公 報平成13年６月５日 火曜日 第7287号��

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目220 鳥 取 県 【定価１部１か月2,200円 (送料を含む｡)】

(URL:http:/ /wwwl. pref. tottori. jp/)
古紙配合率100％再生紙を使用しています


